
  

 

日本放送協会放送受信料免除基準 

 

                            

  

 日本放送協会放送受信規約における放送受信料免除の基準（以下「基準」という。）は、次のと

おりとする。 

 

１ 全額免除 

（社会福祉施設） 

(1) 別表１に掲げる社会福祉施設において、入所者または利用者の専用に供するため、その管理

者が受信機を設置して締結する放送受信契約 

（学  校） 

(2) 別表２に掲げる学校において、児童、生徒または幼児の専用に供するため、その管理者が受

信機を設置して締結する放送受信契約 

（公的扶助受給者） 

(3) 生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する扶助、ハンセン病問題の解決の促進に関す

る法律（平成20年法律第82号）に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護、ま

たは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法

律第30号）に規定する支援給付を受けている者が受信機を設置して締結する放送受信契約 

（市町村民税非課税の障害者） 

(4) 別表３に掲げる障害者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税（特別区民税

を含む。）非課税の措置を受けている場合、当該世帯の構成員のいずれかの者がその住居に受信

機を設置して締結する放送受信契約 

（社会福祉事業施設入所者） 

(5) 社会福祉法（昭和26年法律第45 号）に規定する社会福祉事業を行なう施設の入所者が、そ

の施設内の住居に受信機を設置して締結する放送受信契約 

（災害被災者） 

(6) 災害救助法（昭和22年法律第118号）による救助が行われた区域内において、当該救助に係

る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結さ

れている放送受信契約。この場合において、免除の期間は、当該救助の期間の初日の属する月お

よびその翌月の２か月間とする。 

(7) (6)によるもののほか、非常災害があった場合において、免除すべき放送受信契約の範囲およ

び免除の期間につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたもの 

 

 



  

 

２ 半 額 免 除       

（視覚、聴覚障害者） 

(1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者で住民

基本台帳法（昭和42年法律第81号）にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結

する放送受信契約 

（重度の障害者） 

(2) 別表４に掲げる重度の障害者（（1）に該当する者を除く。）で、住民基本台帳法にいう世帯

主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約 

（重度の戦傷病者） 

(3) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）に規定する戦傷病者手帳を所持する者のうち、

障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）に規定する特別項症から第１款症に相当する重度

の戦傷病者で住民基本台帳法にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放

送受信契約 

 

３ 免除事由の調査 

  日本放送協会放送受信規約第10条第4項の調査は、基準第1項(3)および(4)による免除につ

いては１年ごと、基準第1項(1)、(2)および(5)ならびに基準第2項による免除については２年

ごとに行うものとする。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この基準は、平成２３年７月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 平成１９年４月２０日において、その前日まで施行された基準に該当する施設で、障害者自立

支援法（平成17年法律第123 号）の附則の規定により従前の例により運営ができるものは、そ

の運営ができる日までの間は、なお従前の例による。 

 

３ 平成２０年９月３０日に、その日まで施行された基準第１項（4）により放送受信料が免除さ

れている放送受信契約で、この基準第１項（4）によれば放送受信料の免除を受けられないもの

は、当分の間、なお従前の例による。  

 

 

 



  

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生活保護施設等） 

1 生活保護法に規定する保護施設（救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設） 

2 社会福祉法に規定する、生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とす

る施設および生計困難者に対して助葬を行う施設 

3 社会福祉法に規定する、生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品もしくはこれに要す

る金銭を与え、または生活に関する相談に応ずる事業を行う施設 

 

（児童福祉施設） 

4 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する児童福祉施設（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保

育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児

施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター） 

5 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業または放課後児童健全育成事業を行う施設 

6 社会福祉法に規定する、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業を行う施設 

 

（母子福祉施設等） 

7 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に規定する母子福祉施設（母子福祉センター、母子休養ホー

ム）ならびに同法に規定する母子家庭等日常生活支援事業または寡婦日常生活支援事業を行う施設 

 

（老人福祉施設） 

8 老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する老人福祉施設（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽

費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター）

ならびに同法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業または認知症対応型

老人共同生活援助事業を行う施設 

 

（障害者支援施設等） 

9 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童

デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、共同生活援助を行う事業を行う施設および同法に規定する障害者支援施設 

10 障害者自立支援法に規定する地域活動支援センターおよび福祉ホーム 

 

（身体障害者福祉施設） 

11 身体障害者福祉法に規定する身体障害者社会参加支援施設のうち身体障害者福祉センター、補装具製作施

設、視聴覚障害者情報提供施設 

12 社会福祉法に規定する、身体障害者の更生相談に応ずる事業を行う施設 

 

（知的障害者福祉施設） 

13 社会福祉法に規定する、知的障害者の更生相談に応ずる事業を行う施設 

 

（婦人保護施設）  

14 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設 

 

（更生保護事業施設） 

15 更生保護事業法（平成７年法律第86号）に規定する更生保護事業のうち、継続保護事業を行う施設 

 

（その他の社会福祉施設） 

16 社会福祉法に規定する授産施設および同法に規定する生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通

する事業を行う施設 

17 社会福祉法に規定する、生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊

所その他の施設を利用させる事業を行う施設 

18 社会福祉法に規定する、生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う施設 

 



  

 

 

 

社会福祉施設 

19 社会福祉法に規定する、生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法(平成９年法律第123号)

に規定する介護老人保健施設を利用させる事業を行う施設 

20 社会福祉法に規定する隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料または低額な料金でこれを利用させることそ

の他その近隣地域における住民の生活の改善および向上を図るための各種の事業を行うものをいう。) を行う

施設  

21 １から20の施設に関する連絡または助成を行う施設 

（注１）本表における「社会福祉施設」には、次の施設は含まない。 
① 実施期間が６か月（21に掲げる事業にあっては、3か月）を超えない事業を行う施設 

② 社団または組合の行う事業であって、社員または組合員のためにする事業を行う施設 

③ 常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあっては5人、その他のものにあっては20人に満たない施設

（1、4、15、19～21を除く） 

④ 21に掲げる施設のうち、社会福祉法に規定する社会福祉事業の助成を行うものであって、助成の金額が毎年度５百万円に

満たないものまたは助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの 

 （注２）本表における「障害者支援施設等」には、次の施設は含まない。 

① 障害者自立支援法（平成17年法律123号）附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第3項に規定する

知的障害者デイサービスに係る事業のみを行う施設 

② 障害者自立支援法（平成17年法律123号）附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第50条の3の2第3項に規定する精神障害者居宅介護等事業または精神障害者短期入所事業のみを行う施設 

 

別表２  

学 校 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する学校のうち、小学校、中学校、中等教育学校（前期課程に係る

ものに限る。）、特別支援学校および幼稚園 

 

別表３ 

障 害 者 

（身体障害者） 

1 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者 

 

（知的障害者） 

2 所得税法（昭和40年法律第33号）または地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する障害者のうち、児童

相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された者

 

（精神障害者） 

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に規定する精神障害者保健福祉手帳を所

持する精神障害者 

 

別表４ 

重度の障害者 

（重度の身体障害者） 

1 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が１級または２級である重度の身体

障害者 

 

（重度の知的障害者） 

2 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉セン

ターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者 

 

（重度の精神障害者） 

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が

１級である重度の精神障害者 

 
 


